
使 用 す る デ ー タ 等

安心して子育てできる幼児教育・保育の充実

ア 幼児教育・保育の提供体制の確保及び質の向上

現状と課題

（ア）保育所・幼稚園等の状況 ・保育所箇所数・入所児童数・待機児童数

・就学前児童数と保育所（＋幼稚園）定員の設置割合

・幼稚園箇所数・就園児童数

・幼稚園預かり保育実施箇所数

・昼間里親の箇所数・入所児童数

・小規模保育事業の箇所数・入所児童数

・認定こども園の箇所数・入所児童数

・前プラン数値目標達成状況（保育所定員）

・市民ニーズ調査結果抜粋（少子化対策として効果があると思う施策等）

（ウ）幼児教育・保育の量の見込み（施設型給付・地域型保育給付） ・幼児教育・保育の量の見込み（全市・平成27年度～31年度）

（エ）幼児教育・保育の提供体制確保方策の考え方

ａ 全体状況

ｂ 現状分析 ・保育時間別の保育所入所児童数の比率

・市民ニーズ調査結果抜粋（保護者の1日当たり就労時間等）

・市民ニーズ調査結果抜粋（施設選択の際に重視する事項等）

ｃ 人材確保の取組

（オ）幼児教育・保育の質の向上 ・３歳以上児の施設利用状況

施策を展開する今後の方向性

（ア）「量の拡充」及び「質の向上」 ・幼児教育・保育の提供体制の確保方策及び実施時期（全市）

（イ）きめ細かな利用調整及び利用者支援

施策 主な取組

「幼児教育・保育部会」における次期プラン重点課題の構成（案）について

（イ）幼児教育・保育の提供体制確保の意義（←少子化対策の視点から）

項 目

資料４―１

施策・主な取組

・認可保育所の整備による受入れ児童数の拡大

・幼稚園における受入れ児童数の拡大

預かり保育の実施・拡充，小規模保育事業の実施

・地域型保育事業の実施・推進

既存施設の円滑な新制度への移行

幼稚園における小規模保育事業等の実施

・人材確保に向けた取組の推進

保育人材サポートセンターによる支援，保育園就職フェアの実施

潜在保育士再就職支援研修の実施，就業継続支援研修の実施

・幼児教育・保育内容の充実

主体的な遊び等を通した「学びの基礎力」の育成

集団生活を通じた周囲とともに「生きる力の基礎」の育成

・保・幼・小・中の連携推進

・保育所，幼稚園等の職員の専門性の向上

研修の充実，保育士・幼稚園教諭養成大学連携講座の実施

・幼児教育・保育の質の向上に向けた取組

第三者評価受審の促進，運営指導及び監査の充実

・保育所定員の調整

・きめ細かな利用調整及び利用者支援

・市営保育所のあり方の再構築

連携施設確保に向けた支援

”京都ならではのほんまもん”の体験や親子で本に親しむ機会の充実

基本的な生活習慣を身に付けるとともに，道徳性・規範意識の芽
生えを培う取組の充実

一人ひとりの特性に応じて子どもが自発的，意欲的にかかわれる
環境の構成及び豊かな遊びの提供



使 用 す る デ ー タ 等

安心して子育てできる幼児教育・保育の充実

イ 多様な幼児教育・保育サービスの提供及び質の向上

現状と課題

（ア）多様な幼児教育・保育サービスの提供 ・延長保育事業の実施状況

・一時保育事業（一般型）の実施状況

・幼稚園預かり保育実施箇所数（再掲）

・病児・病後児保育事業の実施状況

・休日保育事業の実施状況

・夜間保育の実施状況

・市民ニーズ調査結果抜粋（子どもの病気・病後時の対応方法等）

・市民ニーズ調査結果抜粋（少子化対策として効果があると思う施策等）

・前プラン数値目標達成状況（延長保育，一時保育，休日保育）

（イ）様々なニーズに対するきめ細やかな対応

ａ 地域における子育て支援拠点としての役割

ｂ 障害のある児童等への対応 ・障害のある児童の保育の状況

ｃ 食育の推進

施策を展開する今後の方向性

（ア）「量の拡充」及び「質の向上」

（イ）きめ細かな利用者支援

（ウ）「子どもを共に育む京都市民憲章」に則った取組の推進

施策・主な取組

・時間外保育事業（延長保育）の充実 ・時間外保育事業の量の見込み

・一時預かり事業の充実（一般型）（幼稚園型） ・一時預かり事業（一般型）（幼稚園型）の量の見込み

・病児保育事業の充実 ・病児保育事業の量の見込み

・休日保育・夜間保育の実施

保育所 幼稚園等における地域子育て支援の充実

項 目

・保育所，幼稚園等における地域子育て支援の充実

・障害がある児童等の保育の充実

保育所等における障害児・食物アレルギー児の受入れの推進

障害児巡回相談事業の実施，職員研修の実施

「就学支援シート」の全就学前施設での実施

居宅訪問型保育事業の活用

食物アレルギー児の誤食時の緊急対応の徹底

・認可外保育施設の保育水準の向上のための支援

・きめ細かな利用者支援（再掲）

研修の実施，一定の要件を満たす施設に対する児童健診費用の助成

食事の提供や食育の取組に関する研修，巡回等による相談の実施

・食事の提供の充実（食育の推進及び多様な保育ニーズに即した対応）


	次期プラン重点課題の構成（案）

